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国有財産一時使用許可申請書

下記のとおり国有財産の一時使用を許可願いたく申請します．

なお，許可を受けた上は，国有財産の使用に関する法令及び貴庁の指示に違反

しないことを確約します。

記

著作権

特許権等 1件

著作物

「裁判所沿革誌（第七巻)」

刊行のため

発行部数■■■部，本体価格

使用物件

区分及び数量

使用部分
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